
合併の期日について

                                                                            

　　　　平成１６年　１月２７日　提出

協議第７号-２

平成１６年　２月２６日　確認

合併の期日について

　　合併の期日は、平成１７年３月２２日（火）とする。

　　※平成15年１１月２５日　第１回協議会確認
　　合併の期日は、平成１７年３月末までを目標として設定する。
　３月末までの当該日の設定については、協議会における協議の
　進捗状況を勘案して平成15年度中に決定することとする。

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　松　岡　一　俊　　

合併の期日について提出する。



                                                                                                                                   

合併期日の設定について

    市町村の合併の特例に関する法律は、１７年３月３１日をもって失効するため、残され

た期間は16ヶ月であり、その期間内に「合併協議項目の協議」と「新市発足準備」を行う

平成１７年３月２２日に合併した場合

必要がある。合併協議項目の協議と新市の発足準備を着実に計画的に遂行していくために

１　合併協議の期間

協議会
設　置

H17.3月22日
合　　併

12月
県議会議決

廃置分合
議決（10月）

 （協議第７号-２ 関係資料）

協議項目協議期間（H15.11～H16.9）

１１ヶ月

新市発足準備期間（H16.10中旬～H17.3.22）

５ヶ月

は「合併期日」の設定を早めに行っておく必要がある。



（協議第７号－２ 関係資料） 

 
２
 
 合併までの手続き 

      合 併 目 標 日  
合 併 に 関 す る 手 順      H17. 3 . 22 

 
     菊池北部四市町村合併協議会設立  

       協議開始（原則毎月１回開催） 
               ・協議項目の協議 
               ・新市建設計画の策定 
          ↓ 
       協議終了 

          合併協定書調印式  

      ↓           ↓            ↓           ↓ 

 
 
 
   H15.11～H16.9 
  （協議会11回） 
 
 
 
 
    H16.10 上旬 

 菊池市議決  七城町議決  旭志村議決  泗水町議決    H16.10 中旬  

  （廃置分合、財産処分、議員定数・任期等の議決） 
                            ↓ 

           合 併 申 請 書  

 合併期日、合併方式、新市の名称、新市の事務所の位置
 議会議決書・議事録、財産処分協議書、議員定数・任期 
 に関する協議書、農業委員会委員任期に関する協議書、 
 合併協定書・建設計画書、関係市町村の状況表等 

 

                            ↓ 
      県 知 事 へ 申 請  
                            ↓ 
        県 議 会 議 決  
                            ↓ 
       総 務 省 へ 届 出  
                ↓ 
   総務省告示 ＝  合併の効力発生  

                    ↓ 
 

新 市 の 発 足 
 

  市長職務執行者 : 条例・規則の専決、暫定予算の専決 

 

                         ↓ 

 新 市 長 選 挙  

                     ↓ 
臨 時 議 会  

 助役・収入役・監査委員等選任同意 
 教育委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
 委員選出等 

 

 

   新市発足準備開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    H16.10 下旬 
 
 
 
 
 
   H16.12月議会 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   H17．3．２２ 
 
    （準備期間5ヶ月） 

 
 



 （協議第７号-2 関係資料） 

 
３ 新市発足の準備期間 
    
     新市発足のために必要な項目 
 
         （１）新市の条例、システム等 
           ① 協議調整内容に即した条例・規則等の調製、整備 
           ② 電算システムの統合及び仮運用（試運転） 
           ③ 旧市町村の決算準備、新市暫定予算の策定 
           ④ 新市の事務機構・組織の整備、名称の統一 
           ⑤ 新市の職名の統一及び人事配置 
 
        （２）新規の事務等 
           ① 一部事務組合等の脱退手続き及び加盟手続き 
    
        （３）その他 
            ① 議会議場の改装 
            ② 庁舎レイアウト変更及び改装 
            ③ 各公共施設等の案内看板等の変更作業 
 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

間の本格的協議を行っていた。これを合わせると１６ヶ月。

７ヶ月だが、任意協議会において、民間の学識委員を入れて９ヶ月

※田浦・芦北においては、法定協議会設置から廃置分合議決まで、

（協議第７号 - 2  合併の期日について　参考資料①）　 新市町発足に要した準備期間
【最近の新設合併の事例】

篠山市 あさぎり町
（１町４村）（２市）

東かがわ市
（３町）（４町）

①法定協議会設置
②合併協定書調印 H 12.  8. 10

⑦総務省告示
⑧合併期日

H  9.  4.  1
H 10.  4. 27
H 10.  4. 28③廃置分合議決

④知事への申請
⑤都道府県議会議決
⑥総務大臣届出

２４ヶ月

１３ヶ月

廃置分合議決から合併

での月数　　　（①～⑧）
法定協設置から廃置分
合までの月数（①～③）

１１ヶ月
までの月数　 （③～⑧）

法定協設置から合併ま

H 12. 11. 17
H 11.  4.  1

H 10.  7.  6
H 10.  9. 24
H 10. 10. 21
H 11.  1. 13

H 13.  1. 21

H 13.  8. 23
H 13.  8. 29
H 13. 10. 17

西東京市

H 11. 10. 11

さぬき市
（５町）

H 12.  4.  1
H 13.  8. 20

H 12.  8. 11
H 13.  6.  4
H 13. 10. 17

H 12. 10.  6

H 12.  8. 16
H 12. 10.  4

H 13. 10. 25
H 13. 11. 19

H 11.  4.  1
H 13. 11. 22
H 14.  1. 15
H 14.  1. 18

H 12.  4.  1
H 13.  5. 30

H 14.  3. 22
H 14.  4.  3

H 13.  6.  1

H 15.  1. 24
H 13. 10. 25
H 13. 11. 19
H 15.  4.  1

H 14.  5. 23 H 15.  1. 29
H 15.  4.  1

宗像市
（１市１町）
H 12.  4. 17
H 14.  5. 30
H 14.  6. 26
H 14.  7.  3
H 14. 10. 11
H 14. 10. 18

H 14.  9. 30
H 14. 10. 30
H 14. 12. 17
H 14. 12. 19

大崎上島町
（３町）

H 13.  7.  1
H 14.  9. 10

２１ヶ月    ４８ヶ月２４ヶ月

H 15.  4.  1H 15.  4.  1H 14.  4.  1

３６ヶ月 ３５ヶ月半

①法定協議会設置
②合併協定書調印
③廃置分合議決
④知事への申請
⑤都道府県議会議決
⑥総務大臣届出
⑦総務省告示

H 14. 12. 18
H 14. 12. 18
H 15.  2.  3
H 15.  4.  1

H 13. 12.  1
H 14.  9. 11
H 14.  9. 12
H 14. 10. 30

H 13.  8.  1
H 14.  9. 24
H 14.  9. 25
H 14.  9. 27
H 14. 12. 19
H 14. 12. 19
H 15.  2.  3
H 15.  4.  1

神流町
（１町１村）

山県市
（２町１村）

南アルプス市　
（４町２村）
H 12.  4.  1
H 14. 10. 17
H 14. 10. 24
H 14. 10. 29
H 14. 12. 17
H 14. 12. 20

H 15.  5. 12
H 15.  5. 14
H 15.  7.  2
H 15.  7.  8

天草上島
（４町）

H 14.  4.  1
H 15.  4.  7

法定協設置から合併ま
での月数　　　（①～⑧）

H 15.  2.  3
H 15.  4.  1⑧合併期日

 １６ヶ月 ２０ヶ月 ３６ヶ月

９ヶ月半 １４ヶ月 ３１ヶ月

H 15.  7. 23
H 16.  3. 31

法定協設置から廃置分
合までの月数（①～③）
廃置分合議決から合併
までの月数　 （③～⑧）

H 15. 10.  8
H 15. 10. 23
H 15. 12. 11
H 15. 12. 22

田浦・芦北
（２町）

H 15.  4.  1
H 15.  9. 19

１５ヶ月半

   １０ヶ月

  ５ヶ月半

１７ヶ月

  ７ヶ月

１５ヶ月

  ６ヶ月

１４ヶ月

２２ヶ月

 ３３ヶ月半

 １４ヶ月半

１７ヶ月

２６ヶ月半

     ９ヶ月

２７ヶ月

１０ヶ月半

２２ヶ月

※７ヶ月

１５ヶ月

１３ヶ月半

   ２４ヶ月

H 17.  1.  1

１０ヶ月  ５ヶ月  ６ヶ月６ヶ月半

菊池北部四市町村
(１市２町１村）
H 15.  11.  25
H 16. 10月上旬

５ヶ月

平均値

H 17. 3. 22

１６ヶ月

１１ヶ月

H 16. 10月中旬
H 16. 10月下旬
H 16. 12月



（協議第７号－2 合併の期日について 参考資料②） 

 

○ 平成 17 年 3 月 22 日（火）を合併の日とした理由 

 

・ 住民サービスの確保のためにも、スムーズな事務事業の移行が求められ、

間違いが許されない自治体としては、1日でも長い準備期間が必要である。 

 

・ 自治体業務の基幹的役割を担っており、新市の発足と同時に完全に稼動さ

れることが必要である電算業務について、その移行作業（最終試運転等）

を考慮すると、新市発足日の前日は休日であることが望ましい。 

 

・ 3 月 28 日（月）は、1年で最も住民の転入・転出が多い時期であり、窓口

の大変な混乱が予想されることから、避けるべきである。 

 

・ 3 月 22 日（火）は、当該日の前が祝日を含め 3連休となることから、スム

ーズな事務事業移行のための電算の最終の試運転等が通常の週末より1日

多く取れる。 

 

○ 留意・検討した事項 

（住民生活） 

・ 住民の市町村合併に対する合意形成・周知のための期間をより長くとるこ

とができる。 

・ 教育現場においては、各種行事等が行なわれるが、卒業の日付は 3 月 31

日であり、十分な事前の準備・周知等により混乱を避けることができる。 

（選挙等） 

・ 旭志村長の任期が平成 17 年 2 月 25 日であり、選挙を行なわなければなら

ない。 

（市町村事務） 

・ 旧市町村での平成 16 年度事業は、概ね終了している。 

・ 年度末であり、他の月と比べて窓口業務における混乱が予想される。 

・ 月の途中での新市移行となり、月を単位とする事務事業において事務量の

増加が見込まれる。 



（協議第７号－2　合併の期日について　参考資料③）

（参考1）各市町村長・議会議員の任期満了日について（任期順）

（参考2）平成１７年（2005年）３月カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20

春分の日

21

振替休日
22

23 24 25 26

27 28 29 30 31

小委員会で別途審議中である。

　　同　上

任   期 備　　考

　　同　上

合併の日をもって失職

　　同　上

　　同　上

泗水町議会議員

平成19年4月30日

平成19年5月 1日

菊池市長

泗水町長

七城町長

七城町議会議員

平成17年7月 1日

平成18年3月11日

平成18年8月10日

旭志村議会議員

旭志村長 平成17年2月25日
合併の期日が平成17年2月26日以降であれば、選
挙を行なわなければならないが、合併の日を
もって失職する。

菊池市議会議員 平成17年3月31日 小委員会で別途審議中である。

平成17年4月30日




